
協 定 説 明 書 

 

災害時における災害対策車運搬等に関する基本協定の締結については、この協定説明書に

よるものとする。 

 

１． 公告日 令和８年１月２８日 

 

２．基本協定締結者 

   国土交通省 九州地方整備局 遠賀川河川事務所長 今井 勝一 

福岡県直方市溝堀一丁目１番１号 

 

３．基本協定の概要等 

（１）基本協定名 

災害時における災害対策車運搬等に関する基本協定 

 

（２）基本協定（案）は、別添－１のとおりである。 
 
（３）ここに記載のない基本協定の概要は、公告１．（２）～（６）のとおり。 
 

４．基本協定締結のために必要な要件 

   公告２．（１）～（９）のとおり。 

 
５．担当部局 

   〒８２２－００１３ 福岡県直方市溝堀一丁目１番１号 

   国土交通省 九州地方整備局 遠賀川河川事務所 施設管理課 

      担当：施設管理課長（内線３９１） 

          施設管理第二係長 (内線３９２） 

      電話：０９４９－２２－２０３２ 

      FAX ：０９４９－２３－００１９ 

 

６．資料の作成及び提出 

（１）本協定締結の参加希望者は、４．基本協定手結のために必要な要件を証明するため、

次に掲げるところに従い申請書及び技術資料を提出しなければならない。 

なお、期限までに申請書及び技術資料を提出しない者並びに参加資格がないと認めら

れた者は、基本協定を締結することができない。 

① 提出期間：令和８年１月２８日（水）から令和８年２月１２日（木）までの土曜

日、日曜日及び祝祭日を除く毎日、８時３０分から１７時００分まで。 

② 提出場所：上記５．に同じ。 

 



③ 提出方法：以下の方法のいずれかにより提出する。 

１）持参、郵送等 

郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のものに限る。 

２）電子メール 

           本協定に係る申請書等の送付を受け付けるメールアドレスは、

「tanaka-y8911@mlit.go.jp」です。 

           なお、様式－１については会社の代表印を押印した資料のスキャ 

           ンデータを PDF にして提出すること。 

 

（２）申請書は、別記「様式－Ａ」により作成すること。 

技術資料は、「８．技術資料の作成方法及び留意事項」及び 

別記「様式－１～５」により作成すること。 

①会社の代表印を押印すること。 

 

７．評価に関する事項等 

（１）評価項目と評価基準 

別表－１の各評価項目について、評価基準に基づき評価する。 

 

８．技術資料の作成方法及び留意事項 

記 載 事 項 内 容 に 関 す る 留 意 事 項 

（１） 提出資料表紙 

【様式―１】 
表紙は［様式－１］とする。（代表者印を押印すること。） 

 

（２） 対象機械設備の

工事実績、点検整備

の実績 

【様式―２】 

 

① 提出様式は [様式―２] とする。 
② 対象となる代表的な工事実績（様式－２（１））点検整備

実績（様式－２（２））を各々１件記載する。なお、実績

を有していない場合は記載しなくてよい 
③ 工事実績の対象期間は、平成２２年度から当該年度（当該

公告日までの間）に締結したものとする。点検整備実績

は、過去５ヶ年度＋当該年度（令和２年４月１日から当該

公告日までの間）に締結したものとする。 
④ 実績として認める機械設備は、公告２．（７）による。 
⑤ 契約図書等の写し 
⑥ 上記④の施工実績として、記載した工事に係る財団法人

日本建設情報総合センター「工事実績情報サービス」（以

下、ＣＯＲＩＮＳ）の工事カルテの写しを添付すること。 
⑦  ただし、当該工事がＣＯＲＩＮＳに登録されていない場

合は、契約書の写しを提出すること。点検整備実績は契約

書の写しを提出すること。 



⑧  なお、ＣＯＲＩＮＳに登録されている場合でも上記②に

示した内容が判断できない場合、またはＣＯＲＩＮＳに

登録されていない場合には、②に示した内容を判断でき

る契約図書等の写しも併せて提出すること。 
 

（３）企業情報 

【様式―３】 

  

① 提出様式は［様式－３］とする。 

② 災害時等応急対策を担当する予定の本社（本店）、支

店、営業所の所在地を記載すること。 

③ 会社を設立してからの継続的年数を記載する。 

 
（４）災害時等応急対策

工事の協定締結実績 

【様式―４】 

 

① 提出様式は［様式－４］とする。 

② 対象となる協定は、公告１.（２）と同様な目的の「災害

対策車運搬等」に関する協定とし、過去５ヶ年度＋当該年

度（令和２年４月１日から当該公告日までの間）に締結し

たものの中から、代表的な実績を１件記載する。契約の相

手方は国、県、市町村に限る。 

 

（５）資格保有技術者の

雇用者数及び遠賀川

河川事務所までの到

着時間 

【様式―５】 

 

① 提出様式は［様式－５］とする。 

② 対象となる技術者の資格は、［様式－５（１）］の表中

記載の免許・資格とする。 

③ 派遣する技術者が在籍する拠点の所在地及び遠賀川河川

事務所までの到着時間を記載する。 

・到着時間は技術者が在籍する拠点の所在地から遠賀川

河川事務所まで高速自動車道、一般道で換算した場合の距

離及び到着時間を記載する。（到着時間は、高速自動車道

８０km/h、一般道３０km/h で算出する事）［様式－５（２）］ 

 
※ 上表中（２）から（４）までの実績は元請けでの実績や協定元であることを証明でき

る資料（契約書のコピー等）を添付して下さい。 

 

９．協定説明書に対する質問 

（１）協定説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。 

① 提出期間：令和８年１月２８日（水）から令和８年２月４日（水）までの土曜日、

日曜日及び祝祭日を除く毎日８時３０分から１７時００分まで。 

② 提出場所：上記５．に同じ。 

③ 提出方法：以下の方法のいずれかにより提出する。 

１）持参、郵送等 

郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のものに限る。 

 

 



２）電子メール 

           質問を受け付けるメールアドレスは、 

「tanaka-y8911@mlit.go.jp」です。 

（注）電子メールにより提出した場合はメール送信後、５．担当

部局へ電話で着信の確認をすること。 

 

（２）（１）の質問に対する回答は、電子メール等により令和８年２月９日（月）までに行

う。 

 

１０．基本協定締結者の通知 

（１）基本協定締結者への通知 

基本協定締結者、非締結者への決定通知の期日については、令和８年３月１１日（水）

を予定している。 

 

（２）基本協定締結の期日 

基本協定締結の期日については、令和８年３月２３日（月）を予定している。 

 

１１．参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

（１）参加資格がないと認められた者及び申請書及び資料等が適正と認められなかった者は、

担当部局に対して参加資格がないと認めた理由等について、次により書面にて説明を求

めることができる。（様式は自由とする。） 

① 提出期限：令和８年３月１６日（月）１７時００分。 

② 提出場所：上記５．に同じ。 

③ 提出方法：以下の方法のいずれかにより提出する。 

１）持参、郵送等 

郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のものに限る。 

２）電子メール 

           説明を受け付けるメールアドレスは、 

「tanaka-y8911@mlit.go.jp」です。 

（注）電子メールにより提出した場合はメール送信後、５．担当

部局へ電話で着信の確認をすること。 

 

（２）（１）の質問に対する回答は、令和８年３月１９日（木）までに説明を求めた者に対

し、電子メール等により回答する。 

 

１２．評価結果の無効 

公告に示した参加資格のない者が提出した申請書等、及び虚偽の記載をした者は決定

を取り消す。 

 

 



１３．その他 

（１）資料の作成提出に係わる費用は提出者の負担とする。 

 

（２）提出された資料は競争参加資格確認以外に提出者に無断で使用しない。 

 

（３）提出された資料は返却しない。 

 

（４）提出期間以降における資料の差し替え及び再提出は認めない。 



別表－1：評価項目及び評価内容

分　　類 評価項目 評価内容 配点

１）企業の施工実績等 近隣地域内工事の実績及び点検整備の実績 申請された工事１件及び点検整備１件の実績 30

工事成績の評価 地整内（２ヶ年＋当該年度）の当該工事種別の平均点 10

継続的な営業に基づく信頼度 企業の営業年数の継続性 10

防災業務の実績 災害対策車運搬等の協定締結実績 10

２）雇用技術者 雇用者の資格保有者数
「大型自動車運転、移動式クレーン運転、玉掛技能、高所作業車運転
技能（１０ｍ以上）」の免許・資格保有者人数 20

３）事務所までの到着時間
派遣技術者が在籍する拠点の所在地から派遣場所
までの距離及び到着時間

派遣技術者の所在地から遠賀川河川事務所までの距離及び到着時間 20

災害時における災害対策車運搬等に関する基本協定の締結



別表－２

災害対策用機械配備一覧表

機　械　名
北九州
国道

遠賀川
福岡
国道

筑後川
九州
技術

佐賀
国道

武雄 長崎 熊本 菊池川 八代 大分 山国川 佐伯 宮崎 延岡
鹿児島
国道

川内川 大隅 合計

対策本部車 1 1 1 1 4

待機支援車 2 1 1 1 5

排水ポンプ車 3 4 3 4 3 1 2 2 6 2 6 8 4 9 5 62

照明車 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 5 3 24

橋梁点検車 1 1 2

排水管清掃車 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

応急組立橋 2 2 2 2 8

簡易遠隔操縦装置 2 1 2 2 2 9

遠隔操縦式バックホウ 1 2 3

遠隔操縦式クローラダンプ 2 2

分解組立型バックホウ 1 1

簡易照明装置 1 1

不整地運搬車 1 1

路面清掃車 1 2 1 1 1 1 2 1 5 4 19

歩道清掃車 2 3 5

散水車 2 2 1 2 1 2 1 1 3 1 16

計 4 4 5 4 20 4 5 12 6 2 5 13 3 7 19 7 18 14 19 171
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